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はじめに

控訴人らが，控訴理由書及び本件と同様の東京都関係の住民訴訟控訴審

事件において主張（乙４００．４０１号証。その後本件において提出され

た控訴人ら準備書面（１３）と同様のものである。）している地すべりの

危険性に関する問題については，当審における被控訴人ら準備書面（５）

で反論を兼ねて説明したところであるが，この被控訴人らの反論に対し，

控訴人らは，控訴人ら準備書面（１４）により反論を行っている。

控訴人ら準備書面（１４）における控訴人らの主張は，従前の主張を繰

り返し述べているに過ぎないが，ご参考に供するため，本準備書面におい

て，被控訴人らは，控訴人ら準備書面（１４）の各主張に対応する被控訴

人らの従前の主張の箇所を指摘することとする。

第１被控訴人準備書面（５）に対する反論

１ダム貯水池周辺の地すべり調査（控訴人ら準備書面（１４）第２部

１（１）２９～３１頁）

控訴人らは，国士交通省関東地方整備局は，控訴人らが主張する４

箇所の地すべり地について，現地調査が極めて不十分であるにもかか

わらず，ダム本体工事へ移行するため一方的に安全宣言を行い，現在

の地すべり防止工事をそのまま進めようとしているなどと主張して

いるが，原審における控訴人らの最終準備書面（５）第３章第２（２）

ア・イ（６３頁）における控訴人らの主張の域を出るものではなく，

これらの主張に対しては，原審における被控訴人ら準備書面（１２）

第１（３．４頁)，同（１９）第４の２（３）イ③（３０頁)，同（２

１）第４の１（２）（２１．２２頁)，準備書面（２３）第５の１（３

５．３６頁)及び当審における被控訴人ら準備書面（５）第１の２（１）

イ（ア）（１４頁）に述べており，また，乙２１６号証の１（以下「地
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すべり回答」という。）回答オ（５．６頁)，乙２８９号証の１（以下

「奥西意見書回答」という。）回答１（４．５頁）で述べられている

とおりである。

２ハツ場ダム建設事業の検証に係る検討以前の地すべり対策工（控訴

人ら準備書面（１４）第２部１（２）～（４）３１～４２頁）

控訴人らは，控訴人らが主張する具体的な地すべりの危険性につい

て，被控訴人らは実質的な反論を行っていないとして，控訴人らが原

審において主張していた貯水池周辺の４地区における地すべりの危

険性に関する主張を繰り返している。

被控訴人らの反論についてプ次のとおり被控訴人らの従前の主張の

箇所を指摘しておく。

（１）川原畑二社平地区（控訴人ら準備書面（１４）第２部１（３）ア

３２．３３頁，第２部１（４）ア４０頁）について

控訴人らは，二社平地区における，国士交通省関東地方整備局の想

定すべり面は，地すべり区域を過小評価した場合のものであり，計画

されている対策工では，ダムの湛水により将来起こるであろう地すべ

りに対しては到底安全の確保は期待できないと主張しているが，この

ことについては，原審における被控訴人ら準備書面（１２）第１の２

（２）ウないしオ（１２．１３頁)，同（２３）第５の２（３６頁）

に述べており，また，地すべり回答２ウないしオ（９．１０頁)，奥

西意見書回答２（１）（８．９頁）で述べられているとおりである。

（２）林勝沼地区（控訴人ら準備書面（１４）第２部１（３）イ３３～
●

３６頁，（４）イ４０．４１頁）について
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控訴人らは，林地区勝沼の中央部の大きな地すべりについて，平成

元年に国道１４５号とＪＲ線路の岩盤に押し出しや沈下が認められ，

群馬県が対策工事を行っているにもかかわらず，国士交通省関東地方

整備局は，地すべりの動きについて何の説明もせず，中央部の大きな

地すべりを否定していると主張しているが，このことについては，原

審における被控訴人ら準備書面（１２）第１の３（２）（１４．１５

頁)，同（２３）第５の３（３６頁）・第５の６（２）（３９頁）に述

べており，また，地すべり回答３（１１．１２頁)，奥西意見書回答

２（２）（９．１０頁）で述べられているとおりである。

（３）横壁白岩沢右岸地区（控訴人ら準備書面（１４）第２部１（３）ウ

３６～３８頁，（４）ウ４１．４２頁）について

控訴人らは，白岩沢右岸地区における「ブロック⑦」の崩壊が，山

の上部へ連鎖し拡大する危険性があるにもかかわらず，国士交通省関

東地方整備局は，何ら対策を講じていないと主張しているが，このこ

とについては，原審における被控訴人ら準備書面（１２）第１の５（２）

（１８．１９頁)，同（２３）第５の４（３７頁）・第５の６（４）（３

９頁）に述べており，また，地すべり回答５（１６．１７頁)，奥西

意見書回答２（４）（１０．１１頁)，乙３００号証の１（奥西意見書

に対する追加回答）で述べられているとおりである。

（４）横壁小倉（西久保）地区（控訴人ら準備書面（１４）第２部１（３）

エ３８～４０頁，（４）エ４２頁）について

控訴人らは，国士交通省関東地方整備局は，横壁小倉地区において

地すべりの発生後に対策工を施行したが，同様の地質・地形条件を持

つ小倉地区の上下流側では地すべり対策は行われておらず，同地区で
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発生した地すべりの危険性を見逃していたにもかかわらず，それらの

教訓を活かそうとしていないと主張している。また，小倉地区一帯の

法面保護工では地下水の侵出や士砂の流出も止まっておらず，同地区

では地すべりの危険も土砂流失の危険も現在しているとも主張して

いる。これらについては，原審における被控訴人ら準備書面（１２）

第１の４（２）（１６．１７頁)，同（２３）第５の５（３７．３８頁）・

第５の６（４）（３９頁）に述べており，地すべり回答４（１３．１

４頁)，奥西意見書回答２（３）（１０頁）で述べられているとおりで

ある。

３大滝ダム，滝沢ダムの現在の状況（控訴人ら準備書面（１４）第２

部２４２～４３頁）

控訴人らは，奈良県の大滝ダムや埼玉県の滝沢ダムを失敗例である

と繰り返し主張しているが，このことについては，当審における被控

訴人ら準備書面（５）第１の２（３）（１７．１８頁）に述べたとお

りである。

４人ツ場ダム建設事業の検証に係る検討（以下「八ツ場ダムの検討」

という。）における地すべり対策

（１）地すべり地形等の抽出（控訴人ら準備書面（１４）第２部３（１）

４３頁）について

控訴人らは，国土交通省関東地方整備局が行った八ツ場ダムの検討

におけるレーザープロファイラー測量図による地すべり対象地等の

抽出は，従来の地すべり抽出箇所の２２箇所を対象としたものであり，

この２２地域を細分化したにすぎないなどと主張するが，当審におけ

る控訴人ら準備書面（１３）第３の１（２）ア（１８頁）における控
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訴人らの主張の域を出るものでなく，これらの主張に対しては，当審

における被控訴人ら準備書面（５）第１の２（４）ア（イ）（１９頁）

に述べたとおりである。

（２）地すべり等の安定解析に用いる数値の設定（控訴人ら準備書面（１

４）第２部３（２）４３．４４頁）について

控訴人らは，八ツ場ダムの検討における地すべり等の安定解析では

「貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針（案）・同解説

（平成２１年７月国士交通省河川局治水課)」（乙４０７号証）に基づ

き地すべりの安定解析に用いる数値を機械的に設定しているだけで

あり，八ツ場ダム周辺の地形・地質条件を考慮すべきであるなどと主

張しているが，当審における控訴人ら準備書面（１３）第３の２（２）

（２２～２４頁）における控訴人らの主張の域を出るものではなく，

これらの主張に対しては，当審における被控訴人ら準備書面（５）第

１の２（４）イ（イ）（２０頁）に述べたとおりである。

（３）地すべり対策施設における地震対策（控訴人ら準備書面（１４）第

２部３（３）４４頁）について

控訴人らは，地震時における地すべりの挙動に関わる評価手法が現

時点で研究途上であるからといって，地震時の外力を全く無視してよ

いと言うことにはならないと主張しているが，控訴人らの主張には何

ら理由がなく，何を言いたいのか不明である。

なお，地すべり対策施設における地震対策については，原審におけ

る被控訴人ら準備書面（２１）第４の２（２）（２２頁）及び当審に

おける被控訴人ら準備書面（５）第１の２（４）ウ（イ）（２１頁）

で述べており，奥西意見書回答３（２）（１３頁）に述べられている
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とおりである。

５まとめ

貯水池周辺の地すべりの調査は，貯水池の試験湛水が終了するまで

継続的に行われるのが一般的であり，八ツ場ダムにおいても，今後も

実施される地すべり調査や設計作業により精度向上が図られ，試験湛

水にあたり貯水池周辺全域の斜面を対象とした再検討も予定され，貯

水池周辺の地すべりに対する評価や対策等の修正が図られていくも

のであり，当審における被控訴人ら準備書面（５）第１の１（６～１

３頁）に述べたとおり，国士交通省関東地方整備局によって行われた

ハツ場ダムの検討にその調査結果を反映することができたレーザー

プロファイラー等の最新技術による精度の高い調査もその一例であ

って，検討過程の－断面をとらえて，ハツ場ダムが欠陥ダムのような

主張をするのは極めて不適切である。

地すべりの問題は国の事業施行上の技術的問題に過ぎず，このよう

な事柄は群馬県の住民監査請求における監査の対象ひいては住民訴

訟の審理の対象となるものでもないうえ，地すべりの問題は技術的に

解決し得る問題でしかなく，住民訴訟の濫用を表わす主張ともいえる。

第２被控訴人準備書面（６）に対する反論

控訴人らは，当審における控訴人ら準備書面（１４）（４５～５１

頁）において，被控訴人ら準備書面（６）に対して反論しているが，

このことについては，当審における被控訴人ら準備書面（６）及び同

（８）で述べたとおりであり，あえて再反論する必要はないと思われ

る。

以上
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